
再生への歩み

第１週
229.99t
213.22t

第２週
222.74t
216.05t

第３週
225.80t
213.77t

第４週
238.37t
225.51t

合　計
916.90t
868.55t

　市民の皆さんのご理解とご協力に
より、環境センターに収集される「燃
やせるごみ」が前年度同月に対して
48.35t（5.27%）減少しま
した。引き続き、ごみの分別や減量
にご協力ください。

（単位）ｔ上段　Ｈ 25 年度
下段　Ｈ 26 年度

ダイオキシン類濃度の基準超過に係る最終報告書の概要

　報告書のまとめとして、『技術面では空気予熱器のダスト堆積対策
をはじめ、適切な保守・点検の実施、ごみの安定供給対策および不安
定燃焼解消に向けた対策等を、また組織体制面においては組織体制の
見直しや職員のコンプライアンス意識の向上、管理運営計画の策定等
について、第三者調査委員会の提言に対し適切に対応され、その効果
が認められた。このことは、対策工事後に実施されたダイオキシン類
の測定結果や、各種※トレンドデータ等が示しているところであり、
今後も適正な管理・運営を継続することにより、ばいじん中のダイオ
キシン類濃度が基準値を超過することはないと考えられる。』とされ
ました。

　今後も市では組織全体として取り組んでいくことにより、安全かつ
安定した施設の運営に努め、市民の皆さまをはじめ、関係者の皆さま
の信頼回復に努めてまいります。

※トレンドデータ…各種数値の時間的な変動を表したもの

●ばいじん処理物のダイオキシン類濃度
　11 月末の対策工事後のダイオキシン類濃度の測定値は、２月 28 日までに 16 回測定し、
平均で０．３７ng-TEQ/g となっています。（３月号での掲載は、２月５日までに 14 回測
定し、平均０．３８ng-TEQ/g）
　また、各回の測定結果についても、バラつきも少なく安定した数値となっています。

【……組…織…体…制…面……】

【……報告書のまとめ……】

【……技…術…面……】

　３月号に掲載しましたとおり、２月 20 日に第三者調査委員会から提出されました
「高島市環境センターダイオキシン類濃度の基準超過に係る報告書」について、それ
ぞれの課題に対し、市が行った対策に対する検証は次のとおりです。（左表、下表に
報告書の要点抜粋）
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技術指導の
実施

▼ 10 月１日からプラントメーカー関連会社の専門技術者（３名常駐）によ
る技術指導を実施している。

維持管理計画
に定めた点検

▼法令に基づく定期点検は 11 月に実施している。
今後も維持管理計画に基づき、定期点検を年１回実施する。

▼日常点検について、点検リストを作成し、適正に実施している。

▼不具合箇所について、定められた様式に記録し、各技術員に周知し、施設
の予防保全に活用している。

運転管理
マニュアル
の整備

▼ 10 月 31 日に「運転管理マニュアル」を策定している。
また、適切な運転に資するために適宜見直しを実施している。

▼マニュアルの周知・習熟を図るため、技術員全員に対し、研修を実施して
いる。

▼朝夕の引き継ぎ時にミーティングを行い、運転管理に関する事項について
の確認を継続的に実施している。

ごみの安定供給 ▼給じん装置蓋を改良済み。

▼給じん装置内部に案内板を設置済み。

不安定燃焼の解消に向けた
対策

▼燃焼用空気量を把握するレーザーＯ 2 計を設置済み。

▼熱分解ガス透過率計を設置済み。

空気予熱器における
堆積ダスト解消 ▼内部におけるダストの堆積を防ぐエアブラスターを設置済み。

さ
ら
な
る

調
整
運
転

ろ過式集じん器
の改善 ▼消石灰の吹込みラインを２段目の入口から、１段目の入口に移設済み。

空気予熱器伝熱管
の管壁温度低減

▼バイパスダクトを設置し、空気予熱器を通過する二次空気流量を増加させ
ることにより、管壁温度を更に低減済み。

項　目 実 施 内 容 と 検 証

組織のあり方

▼連携強化および情報等の集中・集約を図るため「環境セン
ター対策室」を設置し、定期的に会議を開催するなど情報の
共有を図り、連携強化に努めている。

▼ 10 月 31 日に「管理運営計画」を策定し、職員それぞれ
の役割を明文化するとともに、施設の運転管理に関する重要
事項等を、誰もが認識できるようにしている。
なお、記録文書の作成・保存の徹底については、管理運営計
画の中で文書処理の手順、文書の保存および事務の決裁を規
定し、事務管理の改善を行っている。

▼年間の研修計画を定め、研修会を計画的に実施することに
より、職員の人材育成、技術力の向上など職員としての資質
の向上に努めている。

職員の
コンプライア
ンス意識

▼ 10 月 31 日に「高島市コンプライアンス推進指針」を策
定している。また、定期的に同指針および管理運営計画の研
修会を実施し、コンプライアンス意識等の向上に努めている。

▼測定値、維持管理計画等を市ホームページで公表している。

運転管理マニ
ュアルの整備
および
遵守の徹底

▼ 64 項目にわたる機械・設備について、「マニュアル」等
を整備しており、これに基づく職員研修を実施し、その実効
性を高めている。

▼ 10 月 31 日に「事故対応マニュアル」を整備し、このマ
ニュアルに基づいて緊急時に対応できるようにしている。

専門技術者の
常駐

▼ 10 月１日からプラントメーカー関連会社の専門技術員３
名（総括技術者、運転技術者、整備技術者）の常駐により、
高度で専門的な運転技術が必要とされる施設運営を総括的に
行うとともに、専門的な立場からの技術指導を受け、職員の
専門知識の習得、施設運営に必要な専門的技術の向上に努め
ている。

外部委員会の
設置と
リスク管理

▼「高島市環境センター管理運営委員会」を立ち上げ、12
月 25 日に第１回目の会議を開催している。

  燃やせるごみの収集量２月の

○電気式生ごみ処理機…………………７７４件
○コンポスト……………………………３７１件
○事業所用（大型）生ごみ処理機………１１件補助金申請受付状況

３月17日までの
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